
 

 

 

 

 

 

          

水道法の改正により、「適切な資産管理の推進」を目的とした水道施設台帳の整備が義務規定さ 

れました。【適用開始：2022 年（令和 4 年）10 月 1 日】 

水道施設台帳の整備は「紙」又は「電子システム」のいずれも可とされ、適用開始までの短い期間 

の中で、現地調査や台帳整備による現状整理と精度向上まで実施されたケースや、完成図書類 

のスキャニング（電子化）までを実施したケース、更に施設管理専用システムの導入までを実現し 

たケースもあり、整備状況は様々です。 

弊社では、施設管理システムの導入を見送られている事業体様や、既に弊社システムをご利用の 

ユーザー様を対象に、水道施設台帳の整備と維持管理上の 

更なる効率化や、現状からのレベルアップを目的とした 

各種サービスを取り揃えております。 

 

■ 管総研 施設管理ブラッシュアップメニュー（例）            

 

 

 

 

 

 

完成図書類の電子化 

維持管理情報の共有化 

機器リストのシステム化 

施設の現地確認（明確化） 

システムで整備されたデータの活用（ミクロ及びマクロマネジメント） 

その他、ご要望・ご相談等 

■ 水道施設更新シミュレーションツール

 施設設備台帳管理システムを利用した台帳整備のご提案 ■ 施設設備台帳管理システムの基本機能とマッピング連携オプション

マッピング連携オプション 
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